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(57)【要約】
【課題】  厳しい環境下であってもダークスポットや電
極間の短絡を生じさせない吸湿部材の配設構造が得られ
る有機ＥＬパネルを提供する。
【解決手段】  少なくとも発光層を有する有機層５を透
明電極（第１電極）３と背面電極（第２電極）６とで挟
持した有機ＥＬ素子（積層体）９をガラス基板（支持基
板）２上に配設し、有機ＥＬパネル９を封止部材７によ
って接着剤１０を介して気密的に覆うとともに、封止部
材７とガラス基板２とから構成される気密空間１１内に
吸着剤８ａを配設してなる有機ＥＬパネル１に関し、粉
体からなる吸着剤８ａを備え、吸着剤８ａが流動しない
粘性を有する吸湿部材８を気密空間１１内に配設する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  少なくとも発光層を有する有機層を第１
電極と第２電極とで挟持した積層体を透光性の支持基板
上に配設し、前記積層体を封止部材によって気密的に覆
う有機ＥＬパネルであって、
粉体からなる吸着剤を備え、前記吸着剤が流動しない粘
性を有する吸湿部材を、前記支持基板と前記封止部材と
で構成される気密空間内に配設してなることを特徴とす
る有機ＥＬパネル。
【請求項２】  前記吸湿部材は、不活性液体中に前記吸
着剤を含有して構成されることを特徴とする請求項１に
記載の有機ＥＬパネル。
【請求項３】  前記吸湿部材は、不活性のゲル状部材に
前記吸着剤を含有して構成されることを特徴とする請求
項１に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項４】  前記吸着部材は、不活性基材からなる両
面シール部材に前記吸着材を配設してなることを特徴と
する請求項１に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項５】  前記吸着部材は、前記封止部材の前記積
層体との対向面に配設されることを特徴とする請求項１
から請求項４の何れかに記載の有機ＥＬパネル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、少なくとも発光層
を有する有機層を第１電極と第２電極とで挟持した積層
体を透光性の支持基板上に配設するとともに、前記支持
基板上に封止部材を配設することで前記積層体を収納す
る有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）パネルに関す
るものである。
【０００２】
【従来の技術】有機ＥＬパネルとしては、ガラス材料か
らなるガラス基板（透光性の支持基板）上に、ＩＴＯ
（indium tin oxide）等によって陽極となる透明電極
（第１電極）と、正孔注入層，正孔輸送層，発光層及び
電子輸送層からなる有機層と、陰極となるアルミニウム
（Al）等の非透光性の背面電極（第２電極）とを順次積
層して積層体である有機ＥＬ素子を形成し、この積層体
を覆うガラス材料からなる凹部形状の封止部材を前記ガ
ラス基板上に紫外線硬化性接着剤を介して気密的に配設
するとともに、前記ガラス基板と前記封止部材とで得ら
れる気密空間内に吸湿部材を配設することで得るものが
知られている。
【０００３】かかる有機ＥＬパネルの前記気密容器内に
おける前記吸湿部材の配設構造を示すものとしては、特
開平９－３５８６８号公報に開示され、これは吸着剤を
含有する不活性液体からなる吸着部材によって、前記有
機ＥＬ素子を収納する前記気密空間内を満たす構成のも
のである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】このような有機ＥＬパ
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ネルは、前記吸着剤を含有する液体状の前記吸着部材に
よって前記有機ＥＬ素子が覆われる構造であって、この
吸着部材は、前記吸着剤が時間の経過と共に前記気密空
間内に沈降凝集してしまう。このような状態の有機ＥＬ
パネルを、例えばスピードメータやエンジン回転計等の
車両用表示装置として用いた場合、前記有機ＥＬパネル
が使用される周囲環境は非常に厳しいものであって、例
えば有機ＥＬパネルが配設される箇所における周囲温度
が低温状態となり、前記気密空間内の内圧が低下すると
大気圧によって前記ガラス基板と前記封止部材とが収縮
し、この収縮作用を受けて沈降凝集した前記吸着剤が、
前記封止部材と前記有機ＥＬ素子の前記背面電極との間
に挟みつけられることになり、前記背面電極に損傷を与
えることで前記有機ＥＬ素子の発光部分が部分的に発光
しない、所謂ダークスポットを生じたり、場合によって
は電極間の短絡が生じてしまうといった問題点を有して
いる。
【０００５】前記収縮作用を受けづらくする方法として
は、前記吸湿部材を前記気密空間内に満たさないように
注入することで対応できるものの、１０μｍ程度の粉体
からなる沈降凝集した前記吸着剤が、１０００Å～１５
００Åと非常に薄い膜厚の前記背面電極上において、車
両から伝達される振動に伴って流動することから、前記
吸着剤によって前記背面電極が研磨され、前述したもの
と同様にダークスポットや電極間の短絡が生じてしまう
問題点を有している。
【０００６】そこで、本発明は、前述した問題点に着目
し、例えば車両用表示装置の表示手段として配設される
ような厳しい環境下であってもダークスポットや電極間
の短絡を生じさせない吸湿部材の配設構造を得ることが
可能な有機ＥＬパネルを提供するものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明は、前記課題を解
決するため、少なくとも発光層を有する有機層を第１電
極と第２電極とで挟持した積層体を透光性の支持基板上
に配設し、前記積層体を封止部材によって気密的に覆う
有機ＥＬパネルであって、粉体からなる吸着剤を備え、
前記吸着剤が流動しない粘性を有する吸湿部材を、前記
支持基板と前記封止部材とで構成される気密空間内に配
設してなるものである。
【０００８】また、前記吸湿部材は、不活性液体中に前
記吸着剤を含有して構成されるものである。
【０００９】また、前記吸湿部材は、不活性のゲル状部
材に前記吸着剤を含有して構成されるものである。
【００１０】また、前記吸着部材は、不活性基材からな
る両面シール部材に前記吸着材を配設してなるものであ
る。
【００１１】また、前記吸着部材は、前記封止部材の前
記積層体との対向面に配設されるものである。
【００１２】
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【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付
図面に基づき説明する。
【００１３】図１及び図２において、有機ＥＬパネル１
は、ガラス基板（支持基板）２と、透明電極（第１電
極）３と、絶縁層４と、有機層５と、背面電極（第２電
極）６と、封止部材７と、吸着部材８とから主に構成さ
れている。
【００１４】ガラス基板２は、長方形形状からなる透光
性の支持基板である。
【００１５】透明電極３は、ガラス基板２上にＩＴＯ等
の導電性材料を蒸着法やスパッタリング法等の手段によ
って形成されるもので、日の字型の表示セグメント部３
ａと、個々のセグメントからそれぞれ引き出し形成され
たリード部３ｂと、リード部３ｂの終端部に設けられる
電極部３ｃとを備えている。尚、電極部３ｃは、ガラス
基板２の一辺に集中的に配設されている。
【００１６】絶縁層４は、例えば、ポリイミド系等の絶
縁材料からなり、例えばフォトリソグラフィー法等の手
段によって形成される。絶縁層４は、表示セグメント部
３ａに対応した窓部４ａと、背面電極６の後述する電極
部に対応する切り欠き部４ｂとを有し、発光領域の輪郭
を鮮明に表示するため、透明電極３の表示セグメント部
３ａの周縁部と若干重なるように窓部４ａが形成され、
また、透明電極３と背面電極６との絶縁を確保するため
にリード部３ｂ上を覆うように配設される。
【００１７】有機層５は、少なくとも発光層を有するも
のであれば良いが、本発明の実施の形態においては正孔
注入層，正孔輸送層，発光層及び電子輸送層を蒸着法や
スパッタリング法等の手段によって順次積層形成してな
るものである。有機層５は、絶縁層４における窓部４ａ
の形成箇所に対応するように所定の大きさをもって配設
される。
【００１８】背面電極６は、アルミ（Al）やアルミリチ
ウム（Al:Li），マグネシウム銀（Mg:Ag）等の金属性の
導電性材料を蒸着法やスパッタリング法等の手段によっ
て形成されるものであり、有機層６上に配設される。背
面電極６は、透明電極３における各電極部３ｃと隣接す
るようにガラス基板２の一辺に設けられるリード部６ａ
と電気的に接続される。尚、リード部６ａの終端部に
は、電極部６ｂが設けられ、リード部６ａ及び電極部６
ｂは透明電極３と同材料により形成される。
【００１９】以上のように、ガラス基板２上に透明電極
３と絶縁層４と有機層５と背面電極６とを順次積層し積
層体を形成することで有機ＥＬ素子９が得られる。
【００２０】封止部材７は、例えばガラス材料からなる
平板部材に凹部７ａを形成してなるものである。封止部
材７は、凹部７ａを取り囲むように形成される支持部７
ｂを、例えば紫外線硬化型エポキシ樹脂接着剤１０を介
しガラス基板２上に気密的に配設することで、封止部材
７とガラス基板２とで有機ＥＬ素子９を収納する気密空
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間１１を構成する。封止部材７は、透明電極３の電極部
３ｃ及び背面電極６の電極部６ｂが外部に露出するよう
にガラス基板２よりも若干小さ目に構成されている。
【００２１】吸湿部材８は、封止部材７の有機ＥＬ素子
９との対向面、即ち封止部材７の凹部７ａの底面に膜状
に配設される。吸着部材８は、活性アルミナ，モレキュ
ラシーブス，酸化カリウム及び酸化バリウム等の物理的
あるいは化学的に水分を吸着する１０μｍ以下の吸着剤
８ａを有するもので、吸着剤８ａが流動しない程度の粘
性を有するクリーム状あるいはゲル状の部材である。
【００２２】吸湿部材８は、封止部材７をガラス基板２
に配設した際に、吸湿部材８及び吸湿部材８に含有され
る吸着剤８ａが有機ＥＬ素子９に当接しないように所定
の膜厚によって、封止部材７の凹部７ａの底面に配設さ
れる。
【００２３】吸湿部材８は、例えばフッ素系オイルから
なる不活性液体中に所定量の吸着剤８ａを混合して構成
したり、また不活性のゲル状部材、例えばフッ素系ゲル
に所定量の吸着剤８ａを混合することで得られるもので
ある。
【００２４】尚、前記フッ素系オイルを用いて吸湿部材
８をクリーム状に構成する場合は、前記フッ素系オイル
と吸着剤８ａとを８０：２０ｗｔ％の混合比とすること
で、吸着剤８ａが流動しないクリーム状の吸着部材８が
得られる。
【００２５】以上の各部によって有機ＥＬパネル１が構
成される。かかる有機ＥＬパネル１は、少なくとも発光
層を有する有機層５を透明電極３と背面電極６とで挟持
した積層体である有機ＥＬ素子９をガラス基板１上に配
設し、有機ＥＬ素子９を封止部材７によって気密的に覆
う有機ＥＬパネル１に関し、粉体からなる吸着剤８ａを
備え、吸着剤８ａが流動しない粘性を有する吸湿部材８
を、気密空間１１内である封止部材７の有機ＥＬ素子９
との対向面（封止部材７に形成される凹部７ａの底面）
に配設してなるものである。
【００２６】従って、有機ＥＬパネル１は、粉体からな
る吸着剤８ａが流動しない粘性を有する吸湿部材８を封
止部材７の凹部７ａの底面に配設することから、封止部
材７の凹部７ａの底面に吸着剤８ａが止まることになる
ため、従来のように有機ＥＬ素子９を構成する背面電極
６上に吸着剤７ａが沈降凝集することがなく、ダークス
ポットや電極間の短絡の発生を抑制することが可能とな
る。
【００２７】また、吸着剤８ａが流動しない粘性を有す
る吸湿部材８は、フッ素系オイルからなる不活性液体中
に所定量の吸着剤８ａを混合して構成したり、また不活
性のゲル状部材、例えばフッ素系ゲルに所定量の吸着剤
８ａを混合することで得られるものであり、これらの簡
単な構成によって得ることが可能な吸湿部材８を、有機
ＥＬ素子９に当接させないように封止部材７に配設する
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だけ良く、従来のように液状吸湿部材の気密空間１１内
における注入量管理といった煩わしい製造工程を不要と
することが可能であることから、有機ＥＬパネル１とし
ての生産性を向上させることができる。
【００２８】また、吸湿部材８を封止部材７の有機ＥＬ
パネル９との対向面である凹部７ａに配設することで、
吸湿部材８の供給量管理も容易に行うことができる。
【００２９】次に、図３を用いて本発明の他の実施形態
について説明する。尚、前述した実施の形態と同様もし
くは相当箇所には同一符号を付してその詳細な説明は省
く。
【００３０】ここで示される有機ＥＬパネル１２が前述
した実施の形態と異なる点は、不活性基材からなる両面
テープ部材１３ａ上に前述した実施の形態で述べた吸着
剤８ａを所定量散布することで吸湿部材１３を得ること
にある。
【００３１】前述した両面テープ部材１３ａは、例えば
日東電工（株）製、型式ＨＪ－３１６０Ｗが用いられ
る。
【００３２】かかる有機ＥＬパネル１２は、前述した実
施の形態における有機ＥＬパネル１と同等な効果が得ら
れるものである。
【００３３】尚、本発明の実施の形態では、封止部材７
をガラス材料から構成するものであったが、本発明にあ
っては、金属製の封止部材を用いても良い。
【００３４】また、本発明の実施の形態では、封止部材
７を凹部７ａと支持部７ｂとを一体に形成したものを用
いているが、本発明にあっては、平板部材と支持部とな
るスペーサによって封止部材を構成する有機ＥＬパネル
であっても良い。
【００３５】また、本発明の実施の形態では、吸湿部材
８，１３を封止部材７における有機ＥＬ素子９との対向*
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*面に設けるようにしているが、本発明における吸湿部材
の配設位置は、有機ＥＬ素子９に当接しない密閉空間１
１内であれば良く、前述した実施の形態で示される配設
位置に限定されるものではない。
【００３６】
【発明の効果】本発明は、少なくとも発光層を有する有
機層を第１電極と第２電極とで挟持した積層体を透光性
の支持基板上に配設し、前記積層体を封止部材によって
気密的に覆う有機ＥＬパネルに関し、粉体からなる吸着
剤を備え、前記吸着剤が流動しない粘性を有する吸湿部
材を、前記支持基板と前記封止部材とで構成される気密
空間内に配設してなるものであり、従来のように前記積
層体上に前記吸着剤が沈降凝集することがなくなるた
め、ダークスポットや電極間の短絡の発生を抑制するこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の有機ＥＬパネルを示す斜
視図。
【図２】同上実施の形態の有機ＥＬパネルの要部断面
図。
【図３】本発明の他の実施の形態の有機ＥＬパネルの要
部断面図。
【符号の説明】
１，１２  有機ＥＬパネル
２  ガラス基板（支持部材）
３  透明電極（第１電極）
５  有機層
６  背面電極（第２電極）
７  封止部材
７ａ  凹部
８，１３  吸湿部材
８ａ  吸着剤

【図２】 【図３】
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